
　 　

　

　令和３年度  神川町立青柳小学校
　             学校教育目標「なかよく　かしこく　たくましく」

　　　　　　　　　　学校だより
　　　　　　　　　　令和３年８月３０日（月）
　　　　　　　　　 　　　　全校児童数１８３名 　Ｎｏ５

夏休み中のタブレット学習の取組

夏休み中は、３年生から６年生がタブレットを持ち帰り、前の学年の復習と１学期に学習した内容に

ついて、児童一人一人が学習段階に応じて取り組みました。初めての試みで全児童が取り組めるか

不安でしたが、保護者の皆様の御協力により、児童全員が課題に取り組むことができました。ありがと

うございました。

児童が夏休み中に取り組んだ教材は、神川町がタブレットの学習支援教材として導入した「ｅライブ

ラリ」で、各学年で履修した学習内容について基本問題、標準問題、挑戦問題ができるオンラインの学

習支援サービスです。

この「ｅライブラリ」は、１年生から６年生の全ての教科の教材を配信していて、弱点の克服や自主的

な学習の促進など、児童一人一人のニーズに応じた学習ができるようになっています。今後、家庭で

も児童が自主的に取り組めるようにしていきますので、保護者の皆様には、引き続き御協力をよろしく

お願いいたします。

感染防止対策の再確認について

新型コロナウイルス感染症については、神川町でも新規感染者数が増加しています。学校での感

染を防ぐために感染対策の再確認をしますので、御家庭でも御協力をお願いいたします。

□発熱等の風邪の症状があり、普段と体調が少しでも異なる場合には、児童・教職員ともに自宅で休

養する。また、同居の家族に同様の症状が見られる場合も登校・出勤をしない。（主な目安）陽性者は、

陽性となった日から１０日間。濃厚接触者は、陽性者と最後に接触した日から１４日間。登校・出勤をし

ない。

□保護者は、児童の健康観察表に検温結果と健康状況を記入し、登校時に持たせる。

□登校後に児童に風邪症状が見られた場合には、保護者の迎えで帰宅し、症状がなくなるまで自宅

で休養する。

「ｅライブラリ」４年生算数の練習問題の画面



日 曜

30 月

31 火

1 水

2 木

3 金

4 土

5 日

6 月

7 火

8 水

9 木

10 金

11 土

13 月

14 火

15 水

16 木

17 金

18 土

19 日

20 月

21 火

22 水

23 木

24 金

25 土

27 月

28 火

29 水

30 木

※　　　　　　は、コロナウイルス感染防止対策により中止・変更された行事です。

木曜特別日課、フッ化物洗口、PTA企画委員会１８：３０（別途対応）

８月の行事予定　　

郡市発明創意くふう展（東児玉小：体育館）

神川中学校秋桜祭

朝の交通当番、コラムタイム、避難訓練、身体測定（１～３年）、６年生修学旅行説明会

学級の時間、通常日課３時間：下校１２：３０、就学時検診１３：２０

１～４年：通常日課４時間：下校１３：２０、　５，６年：通常日課５時間

通常日課５時間、運動会全体練習

神川中学校体育祭（延期）

月曜特別日課

朝の交通当番、ＰＴＡ企画委員会・広報委員会、PTA常任理事会１８：３０

通常日課５時間、運動会全体練習、アルミ缶回収、更生保護女性会あいさつ運動

通常日課５時間、全体練習、アルミ缶回収

通常日課５時間、代表委員会、ＰＴＡ理事会１８：３０（別途対応）

特別日課、委員会活動

朝の交通当番、身体測定、給食開始、通常日課５時間（９月１０日まで実施）

２学期始業式、朝の交通当番、

　　　　　　　　行　　事　　予　　定

全校朝会、TTタイム

９月の行事予定

敬老の日「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日」
ノーメディアデー

学級の時間、健康パトロール、TTタイム

コラムタイム、５時間一斉下校、運動会予備日

秋分の日「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ日」

運動会

運動会予備日

運動会全体練習、クラブ活動、ＰＴＡ防犯パトロール　６年のみ：６時間

運動会全体練習、町ＰＴＡ会長・幹事会１８：３０

特別日課５時間、フッ化物洗口、５・６年生のみ：６時間（運動会準備）

運動会（保護者の見学なし）、給食あり、下校時刻１３：００

振替休業日　授業日、特別日課、給食あり

幼稚園、保育所運動会

月曜特別日課、修学旅行前健康診断

で休養する。

□児童と教職員は、こまめな手洗いの徹底をはかるとともに、正しいマスクの着用（鼻と口の両方を確

実に覆う、隙間が生じないよう顔にフィットさせる）や健康的な生活により抵抗力を高めるようにする。

□給食、教職員の食事などを含め、すべての飲食の場面において、飛沫を飛ばさないような席の配置

や、原則として会話をしない。

□各教科等の学習活動については、グループワーク等近距離で一斉に大きな声で話す活動は行わな

い。音楽では、近距離で行う合唱、リコーダーや鍵盤ハーモニカ等。家庭科では、調理実習。体育では、

密集する運動や近距離で組み合ったり接触したりする運動。理科では、近距離で活動する実験や観

察。図工では、近距離で活動する共同制作等。

□学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察や健康相談により児童の状況を把握する。

必要に応じてＳＣやＳＳＷの支援を行い、児童の心のケアをする。

□臨時休業や出席停止等により、やむを得ず学校に登校できない場合は児童の学びを保障するため、

タブレットによる学習をする。

□感染者、濃厚接触者等とその家族に対する誤解や偏見に基づく差別を行わないように指導する。


